
森町公共工事の前金払及び部分払に関する取扱要領 

平成24年６月７日  

訓令第17号  

［沿革］ 平成31年3月25日訓令第6号改正 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、森町が発注する

公共工事の適正かつ円滑な施行を図るため、前金払及び部分払について必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号。

以下「保証事業法」という。）第２条第１項に規定するものをいう。 

⑵ 前金払 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）

附則第７条及び地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号。以下「施行規

則」という。）附則第３条第１項の規定により支払う前金払をいう。 

⑶ 中間前金払 施行令附則第７条及び施行規則附則第３条第２項の規定による、

既にした前金払に追加して支払う前金払をいう。 

⑷ 前金払等 前金払及び中間前金払をいう。 

⑸ 保証事業会社 保証事業法第２条第４項に規定する国土交通大臣の登録を受け

て前払金保証事業を営む会社をいう。 

⑹ 債務負担行為等 債務負担行為又は継続費をいう。 

（前金払等の対象） 

第３条 前金払の対象は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 当初の契約において契約金額が300万円以上で、かつ、工期が50日以上の土木

建築に関する工事（造林事業に係る工事を含む。以下同じ。） 

⑵ 当初の契約において契約金額が300万円以上で、かつ、履行期間が50日以上の

測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査 

⑶ 当初の契約において契約金額が3,000万円以上で、かつ、納入までの期間が90

日以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類（以下「工



事用機械類」という。）の製造 

２ 中間前金払の対象範囲は、前金払を行った土木建築に関する工事とする。 

（前金払等の割合） 

第４条 前金払の額は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 土木建築に関する工事にあっては、契約金額の10分の４に相当する額の範囲内

とする。 

⑵ 測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査にあっては、契約金額の10分

の３に相当する額の範囲内する。 

⑶ 工事用機械類の製造にあっては、契約金額の10分の３に相当する額の範囲内と

する。 

２ 中間前金払の額は、契約金額の10分の２に相当する額の範囲内とする。ただし、

中間前払金を支出した後の前払金の合計額が契約金額の10分の６を超えてはならな

いものとする。 

３ 前金払等の額に１万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとす

る。 

（中間前金払の支払要件） 

第５条 中間前金払は、当該工事について既に前払金を支出している場合において、

次に掲げる要件を全て満たしているときに行なうことができるものとする。 

⑴ 当該契約に係る工期（債務負担行為等に基づく契約にあっては当該会計年度の

工事実施期間）の２分の１を経過していること。 

⑵ 工程表により前号の時期までに実施すべきものとされている当該工事に係る作

業が行われており、かつ、その進捗額が契約金額の２分の１以上であること。 

（中間前金払の認定） 

第６条 町長は、受注者から中間前金払認定請求書（様式第１号）の提出があったと

きは、前条の要件を満たしているかを審査する。 

２ 町長は、前項の審査の結果、その内容が適当と認めるときは、当該認定請求書を

受理した日から７日以内に中間前金払認定調書（様式第２号）を受注者に交付する。 

３ 前条第２号の認定は、次に掲げる項目に基づき審査する。 

⑴ 進捗額は、中間前金払請求書の作成時点における工事旬報等の現在日出来高に

契約金額を乗じて得た額又は他の方法により算出した額によること。 

⑵ 工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を出来高に加算



し、進捗額として認定できること。 

⑶ 設計図書の変更に基づき、新規工種等の追加指示が行われている場合は、当該

新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等に

係る出来高を認定の対象とする出来高に加算できること。 

（前金払等の請求手続） 

第７条 受注者は、前払金又は中間前払金（以下「前払金等」という。）を請求する

ときは、保証事業会社の発行した公共工事前払金保証証書及び前払金使途内訳明細

書（以下「保証証書等」という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 受注者は、前項の提出後、保証内容に変更があったときは、変更後の保証証書等

を町長に提出しなければならない。 

３ 中間前払金の請求に際し、受注者はあらかじめ前条に掲げる中間前金払の認定を

受けなければならない。 

（前払金等の支払時期） 

第８条 前払金等の支払時期は、適法な請求を受けた日から14日以内とする。 

（前払金等の変更） 

第９条 町長は、契約金額が著しく増額になったときは、当該増額後の契約金額につ

いて第４条の規定により算出して得た額から支払済みの前払金等の額を差し引いた

額の範囲内で前払金等を追加することができる。 

２ 町長は、契約金額が著しく減額になった場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、支払済みの前払金等の額から当該減額後の契約金額について第４条

の規定により算出して得た額を差し引いた額（以下「超過額」という。）を契約変

更の協議が成立した日から30日以内に返還させるものとする。ただし、当該期間内

に部分払、前金払等の支払いをするときは、その支払額から当該超過額を控除する

ことができる。 

⑴ 土木建築に関する工事において、支払済みの前払金額が減額後の契約金額の10

分の５（中間前払金を支払っているときは10分の６）を超えるとき。 

⑵ 測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査において、支払済みの前払金

額が減額後の契約金額の10分の４を超えるとき。 

⑶ 前各号以外の場合において、契約金額の10分の２を超えて減額となったとき。 

３ 前項の規定にかかわらず、その超過額が前払金等の支払済額との割合において相

当の額に達し、これを返還させることが前払金等の使用状況から見て著しく不適当



と認められる場合は、町長は超過額の全部又は一部を返還させないことができる。 

（前払金等の使途制限） 

第10条 受注者は、前払金等を森町建設工事執行規則（平成21年森町規則第８号）、

森町建設工事に係る業務委託事務取扱要領（平成21年森町訓令第23号）及び当該契

約に定める前払金等の使用対象とする経費以外に使用してはならない。 

（前払金等の返還） 

第11条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払

金等の全部又は一部を指定する期日までに返還させる。 

⑴ 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。 

⑵ 受注者と本町との間の当該契約が解除されたとき。 

⑶ 前払金等を前条に規定する経費以外に使用したとき。 

２ 町長は、第９条第２項又は前項の規定により前払金等を返還すべき者が指定され

た期日までに返還しないときは、指定した期日の翌日から返還の日までの日数に応

じて当該契約書に規定による割合で算出して得た額の遅延利息の支払を請求するこ

とができる。 

（部分払の対象） 

第12条 部分払の対象範囲は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第３条第１項各号に掲げる契約で、当初の工期又は履行期間が180日を超える

もの。ただし、同項第２号及び第３号にあっては成果品等に可分なものがある場

合に行なうことができるものとする。 

⑵ 部分払対象の土木建築に関する工事を監理する工事監理業務 

（中間前金払と部分払の選択） 

第13条 受注者は、部分払の対象となる工事においては、中間前金払と部分払のいず

れかを契約締結時に選択し、中間前金払と部分払の選択に係る届出書（様式第３

号）を町長に提出しなければならない。なお、その選択について、その後において

変更することはできない。 

（部分払の回数） 

第14条 部分払の上限回数は、原則として当該契約の工期又は履行期間の日数を90で

除して得た数（端数切捨てとする。）とし、前金払を行った場合は回数を１回減ず

るものとする。 

（部分払の支払限度額） 



第15条 部分払は、でき形部分等に対する契約代金相当額の10分の９に相当する額

（当該でき形部分等が性質上可分である場合において、町長が相当と認めるときは、

契約代金相当額の10分の10に相当する額）の範囲内とする。 

（部分払金の算定） 

第16条 部分払金の額は次の式により算出して得た額の範囲内とする。 

契約代金相当額×（部分払すべき－前払金額／契約金額） 

２ 部分払が２回以上ある場合の２回目以降の部分払にあっては、前項の算式におい

て、「契約代金相当額」とあるのは、「契約代金相当額から既に部分払の対象となっ

た契約代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。 

（債務負担行為等に係る取扱い） 

第17条 債務負担行為等に基づく契約に係る前金払等については、次に掲げるとおり

とする。 

⑴ 債務負担行為等に基づく契約に関し、前金払等をする場合 各会計年度ごとに、

当該会計年度のでき形部分等予定額を契約金額とみなして前払金等の額を算出す

るものとする。ただし、前会計年度においてでき形超過額（前会計年度までので

き形部分等予定額を超えて施行されたでき形部分等に相当する契約代金相当額を

いう。以下同じ。）があり、当該会計年度において当該でき形超過額に対し部分

払をしているときは、当該会計年度のでき形部分等予定額から当該でき形超過額

を控除して得た額を契約金額とみなすものとする。 

⑵ 保証事業会社との保証契約 各会計年度末（最終の会計年度にあっては当該契

約の完成時期）を保証期限として締結させるものとする。 

⑶ 前会計年度末におけるでき形部分等に対する契約代金相当額が前会計年度まで

のでき形部分等予定額に達しない場合 その額が当該でき形部分等予定額に達す

るまで当該会計年度の前金払を行わないものとする。 

⑷ 当該会計年度末におけるでき形部分等に対する契約代金相当額が当該会計年度

までのでき形部分等予定額に達しない場合 その額が当該でき形部分等予定額に

達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。 

２ 債務負担行為等に基づく契約に係る部分払については、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 債務負担行為等に基づく契約に関し部分払をする場合 次の式により算出して

得た額の範囲内とする。 

契約代金相当額×部分払すべき率－（前会計年度までの支払済額＋当該会計年



度の部分払済額）－［契約代金相当額－（前会計年度までのでき形部分等予定額

＋でき形超過額）］×（当該会計年度の前払金等の額／当該会計年度のでき形部

分等予定額） 

⑵ 前会計年度末における契約代金相当額が前会計年度末までのでき形部分等予定

額を超えたとき 当該会計年度の当初に、でき形超過額について部分払をするこ

とができる。この場合において、でき形超過額に係る部分払は、当該会計年度の

部分払の回数には含めないものとする。 

⑶ でき形超過額に対する部分払の場合 前払金相当額の控除をしないものとする。 

⑷ 契約の相手方が中間前金払を選択した場合にあって、各会計年度における契約

代金相当額が会計年度におけるでき形部分等予定額を超えた場合 部分払をする

ことができるものとする。 

⑸ 部分払の上限回数 原則として当該会計年度の工期又は履行期間の日数を90で

除して得た数（端数切捨てとする。）とし、前金払を行った場合は回数を１回減

ずるものとする。ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、算定し

た上限回数が４になる場合を除き、上限回数に１を加えるものとする。 

⑹ 部分払をする場合 原則として、各会計年度において部分払を請求することが

できる回数を契約に定めるものとする。 

３ 債務負担行為等に基づく契約に係る支払限度額等については、次に掲げるとおり

とする。 

⑴ 前会計年度における支払未済額（前会計年度における支払限度額から前会計年

度における支払額を控除した額をいう。） 当該会計年度における支払限度額に

加算するものとする。 

⑵ 契約の締結後、支払限度額及びでき形部分等予定額を変更する必要がある場合

の変更の決定及び受注者に対する通知等 設計変更の場合の例によるものとする。 

⑶ 各会計年度の支払限度額 当該会計年度のでき形部分等予定額の10分の９に相

当する額（当該でき形部分等が性質上可分である場合において、町長が相当と認

めるときは、でき形部分等予定額の10分の10に相当する額）の範囲内とする。 

４ 工期又は履行期間が２年度にまたがり、かつ、前年度において支払を行わない契

約については、この条の規定は適用しない。 

（その他） 

第18条 この要領の施行について必要な事項は、別に定めるものとする。 



２ この要領により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の

定めによることができるものとする。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成24年６月７日から施行する。 

   附 則 

 この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 



様式第１号（第６条関係） 

 

中 間 前 金 払 認 定 請 求 書 

 

年  月  日 

森町長       様 

 

受注者  住    所 

商号又は名称 

代表者職氏名             印 

 

下記の工事について、契約書第33条第４項に基づき、中間前金払の認定を請求し

ます。 

 

記 

１ 工 事 名   

２ 工 事 場 所   

３ 契約年月日   

４ 請負代金額  ￥ 

（当該年度の出来高予定額：￥        ） 

５ 工   期      年  月  日から    年  月  日 

（当該年度の工期：    年  月  日から    年  月  日） 

 

 

 

（注）１ 工事の進捗率を示す資料（工事旬報、工事工程表、実施状況写真等）を添

付すること。 

２ 債務負担行為等に係る契約の場合は、請求しようとする年度に係る事項を

（ ）内に記載すること。 



様式第２号（第６条関係） 

（記号）番  号 

年  月  日 

（受注者） 

様 

北海道茅部郡森町字御幸町144番地１ 

森町長            印 

 

 

中 間 前 金 払 認 定 調 書 

 

    年  月  日付けで請求のありました中間前金払認定請求に基づき、

下記工事の進捗状況を審査したところ、中間前金払をすることができる要件を具備

していると認定します。 

 

記 

１ 工 事 名   

２ 工 事 場 所   

３ 契約年月日   

４ 請負代金額  ￥ 

（当該年度の出来高予定額：￥        ） 

５ 工   期      年  月  日から    年  月  日 

（当該年度の工期：    年  月  日から    年  月  日） 

 

 



様式第３号（第13条関係） 

 

中間前金払と部分払の選択に係る届出書 

 

年  月  日 

森町長       様 

 

受注者  住    所 

商号又は名称 

代表者職氏名             印 

 

下記の工事について、（ 中間前金払 ・ 部分払 ）を選択します。 

 

記 

１ 工  事  名    

２ 工 事 場 所    

３ 請 負 代 金 額    

４ 工期又は日数   

 

 

 

 

（注） 

１ 契約締結前に中間前金払と部分払のどちらかを選択し、届出してください。 

なお、契約締結後に当初の選択を変更することはできません。 

２ 共同企業体にあっては、すべての構成員について記名押印してください。 

３ 中間前金払を選択した場合は部分払の請求はできません。ただし、債務負担行

為等の事業にあっては当該会計年度末において、部分払をすることができます。 

４ 部分払を選択した場合には中間前金払の請求はできません。 

 


